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『後見人は本人ファースト』  
後 見 人 は 本 人 意 思 を 尊 重 し 、 基 本 的 に 本 人 だ け の た め に 財 産 管 理 や 契 約 等 を 代 理 し ま

す。財産の使い道も本人の処遇も後見人が決めます。その決定を親族が納得できなくて

も、親族にはそれらを決める権限はないので、最終的には後見人だけで  

これらを決定することになります。特に本人の財産が多いとその相続人は、  

生前の本人財産の使われ方に干渉することがありますが、それが受け入れ  

られるとは限らず、後見人と相続人になる親族がもめることになります。  

親等に後見人をつけることを検討する際、親族は開始後に起こる親族に  

とっての不都合をこのことに限らず事前に知っておくべきです。  

たまなんレター 

『被後見人が相続人になったとき』  

今回は、被後見人が相続人として財産を相続する支援をした経験から、お話をさせて

いただきます。普段、親族と関わりなく生活している被後見人が多いですが、突然親

族が亡くなったと連絡が来る場合もあります。  

ある日、私が担当している被後見人のおじが亡くなり本人が相続人であるとの連絡

が、A 司法書士から入りました。複数の相続人で遺産分割をする場合は、家庭裁判所

へ事前に連絡票で連絡をすることになっています。その内容は、・被相続人（亡くな

った人）の死亡日・被相続人と相続人（被後見人）の関係・相続人は誰で何人いるか

（例：本人（被後見人）と母の二人）・遺産の内容（預金、不動産等）となります。

また、遺産分割の内容として、・遺産分割協議書案・本人の相続分を記載して連絡し

ます。同封書類は、・遺産目録・預金通帳コピー・不動産がある場合は、不動産全部

事項証明書となります（成年後 見人・ 保佐人・補 助人ハン ドブック Q＆ A 付 き P16 参照） 。  

遺産分割において、被後見人の相続分については、原則として法廷相続分を確保す

ること。それが被後見人の権利を守ることになります。法定相続分の確保をするため

に、先ず相続人の範囲と法定相続分を調べることが必要です（ 国税庁ホ ームペー ジ  タッ ク

ス アンサー No.4132 相続人の 範囲と法 定相続分  参照）。今回は相続人が多数で時間がかかりま

したが法定相続分の確保が出来ました。被後見人の状況はそれぞれ個人によって異な

ります。上記は一例として参考にしてください。  

センターの日々の

よもやま話やあれこれ

を連載します！ 

http://www.kouken-center.or.jp/


 

 

   

後見人連絡会  （令和6年11月 2２日開催）  

「 在 宅 医 療 か ら み た 成 年 後 見 制 度 の 利 用に

ついて」医療法人社団悠翠会うえまつクリニ

ック理事長植松淳一先生を講師としてお招き

し、事例を通して、在宅で暮らす人々が成年後

見制度の利用に至るまで在宅医療がどのよう

にかかわっているのか等、講演いただきました。後半はグループワーク

を行い、意思決定支援に在宅医療をはじめとする関係機関との連携・情

報共有が大切と改めて認識できました等、活発に意見交換ができました。 

 

家庭裁判所研修  （令和７年 1月17日開催）  

東京家庭裁判所立川支部の主任書記官２名、書記官１名を講師としてお

迎えし「統一書式の作成ポイントとこれまでとの違いについて」をテーマ

に研修を行いました。  

会場とオンラインと合わせて 7６名の参加

がありました。統一書式の利用にあたり、家庭

裁判所から直接説明を受けられるということ

もあり、多くの関心が寄せられました。講師よ

り、最近の動向についての解説と、統一書式について詳しい説明がありま

した。書式が新しくなり、記載する項目が増えるけれども、後見事務の内

容は変わらず従来通り行っていただきたいとの言葉がありました。  

最後に参加者からの事前質問に一つ一つ回答いただき閉会となりました。

参加者アンケートでは多くの方から講師の説明が分かりやすかった、仕事

に役立つ部分があったとの感想をいただきました。  

 

市民後見人 zoom カフェ・交流会  
 令和６年度は市民後見人zoomカフェを10月に開催し、また、新しい

取り組みとして、センター会議室での交流会を３月に開催しました。話

題の中心は市民後見人として後見事務をするにあたり、本人の意向をど

のように確認したら良いかということでした。面会で話をうかがっても

本人からはっきりとした意見がなかったり、言葉が聞き取りにくくて苦

労されていることなど、話していると時間があっという間に過ぎ、もっ

と話を聞きたかったという声もありました。  

 

 

  

 

後見人連絡会、家庭裁判所研修は、令和7年度も開催予定です。  

皆様、ぜひご参加ください。また、研修のテーマを募集中です。  

聞いてみたいテーマがありましたら当センターまでお知らせください。  
 


